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実施要領本編 6

（コ）　新たな施設の設置又は改修にあたっての施工条件
　　　　　　　　　　　　　　　（略）
　　・　事業者が設置した施設については、事業期間終了までに、原則
　　　　事業者において施設を撤去し、原状（更地又は施設設置前の
　　　　状態）に回復することとします。また、事業者が所有する施設
　　　　等の撤去・処分費に相当する額を、府に保証金として預託して
　　　　いただきます。

（コ）　新たな施設の設置又は改修にあたっての施工条件
　　　　　　　　　　　　　　（略）
　　・　事業者が設置した施設については、事業期間終了後は、原則事
　　　　業者において施設を撤去し、原状（更地又は施設設置前の状態
　　　　）に回復することとします。また、事業者が所有する施設等の
　　　　撤去・処分費に相当する額を、府に保証金として預託していた
　　　　だきます。


